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（午後 ５時００分 開会） 

○本間課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、令和７年度第２回東京都

地域医療構想調整部会を開催いたします。 

  委員の皆様には、大変年度末のお忙しい中、ご出席をいただきまして御礼申し上げま

す。議事に入りますまでの間、私、東京都保健医療局医療政策部の本間が進行を務めさ

せていただきます。 

  この会議はウェブ会議形式で行います。事前にお送りしておりますウェブ会議参加に

当たっての注意点をご確認いただきましてご参加くださいますよう、お願いいたします。 

  次に、本日の配付資料につきましては、事前にメールでお送りさせていただいており

ます。各自ご準備のほう、お願いいたします。 

  続きまして、委員の皆様の参加状況につきまして、ご報告いたします。 

  本日は、事前に宮崎委員、酒井委員、進藤委員よりご欠席のご連絡をいただいており

ます。 

  この会議には、委員のほかに、東京都地域医療構想アドバイザーである東京科学大学

の岡田先生と後藤先生、一橋大学の高久先生と陳先生にもご参加いただいております。

なお、東京科学大学の後藤先生は、遅れての参加となります。 

  最後に、本日の会議でございますが、親会であります東京都保健医療計画推進協議会

設置要綱第９に基づきまして、会議録及び会議に係る資料は原則として公開となります。

ただし、委員の発議により、出席委員の過半数で議決したときには、会議または会議録

を非公開とすることができます。 

  お諮りいたしますけれども、本日につきましては、原則どおり公開としたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本間課長 ご異議なしということで、ありがとうございます。 

  それでは、以降の進行を猪口部会長にお願いいたします。 

○猪口部会長 皆さん、こんにちは。もう夕方で、相当疲れていらっしゃると思いますけ

れども、第２回の地域医療構想調整部会をこれから始めます。 

  もう年度末に来ておりますから、このメンバーの調整部会はこれが今年度、取りあえ

ず最終となります。思う存分、皆さん、発言、言い残しのないように、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、次第に従いまして進めてまいります。 

  最初の議事は、令和７年度第２回地域医療構想調整会議の開催結果です。事務局から

お願いいたします。 

○事務局 それでは、資料を共有してご説明させていただきます。 

  資料３－１を共有いたします。 

  こちらに、今年度第２回調整会議の開催概要をまとめております。 
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  左側に各圏域の開催日、北多摩西部の１月２２日から島嶼の３月６日まで、また右側

に会議で取り扱った報告事項と議事を記載しております。 

  報告事項については４点ございます。 

  １の在宅療養ワーキンググループの開催については後ほどご説明をいたしますが、各

圏域の議論のまとめと、当該構想区域で挙がっていた意見をご報告いたしました。 

  ２番の外来医療計画に関連する手続の提出状況については、資料３－２でまとめてご

ざいます。 

  こちら、外来医療計画に基づきまして、診療所の新規開設の際、地域医療への協力意

向を確認する手続と、共同利用が可能な医療機器について設置・更新がある場合にご報

告いただく手続がございます。それぞれ前回の調整会議以降に、新たにご提出をいただ

いた医療機関からの報告を調整会議でご確認いただきました。 

  ①といたしまして、提出のあった全７４医療機関から、地域医療への理解・協力につ

いて合意が得られたとともに、②といたしまして、５医療機関から、医療機器の共同利

用計画が提出されたことについて、ご確認をいただいております。 

  また資料３－１に戻りますが、３番の地域医療に関する調査（中間報告）については、

都内の病院を対象に実施をいたしました調査から、病院の経営状況に係る内容を先行し

て、昨年の１１月に中間報告として公表したことに関するご報告、また、４番の新たな

地域医療構想、こちらについては、昨年の７月から行われていた国の検討会の検討状況

についてご報告をしておりまして、この検討会の取りまとめが先週末に公表されており

ますので、後ほど本調整部会の報告事項としてご説明をさせていただきます。 

  議事については５点ございます。 

  ３番の地域医療支援病院の承認申請についてと、４番の病床機能再編支援事業、こち

らについては該当の圏域のみで取り扱いまして、１番の紹介受診重点医療機関と、２番

の２０２５年に向けた対応方針についての協議、また５番の新たな地域医療構想におけ

る医療機関機能についての意見交換については、全圏域共通でご議論をいただいたとこ

ろでございます。 

  議事の詳細については、この後、順にご説明をさせていただきます。 

  調整会議の開催概要については以上となります。 

○白井課長 続きまして、調整会議で協議いたしました地域医療支援病院の承認申請につ

いて、私、医療安全課長の白井からご報告させていただきます。 

  資料３－３をご覧ください。 

  地域医療支援病院の承認に当たりましては、医療法に基づき、あらかじめ東京都医療

審議会の意見を聴くこととされておりますが、その前に、医療法施行規則等に基づき、

当該病院が所在する二次医療圏の地域医療構想調整会議において協議することとされて

おります。 

  今般、区西部の杏林大学医学部附属杉並病院、区西北部の医療法人社団明芳会板橋中
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央総合病院、北多摩南部の地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療セ

ンターの３病院より申請があり、それぞれ圏域の調整会議において協議いただきました。 

  協議の状況でございますが、申請のあった３病院全てについて、各圏域の調整会議に

おいて了承されました。 

  説明は以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

  今、資料３－３、事務局から説明がありましたように、地域医療支援病院の承認申請

の内容については、当該圏域の調整会議で協議を行っておりますけれども、それをまと

めておりますこの調整部会のほうでは、この地域医療支援病院の承認申請に関して、何

かご意見ございますでしょうか。 

  基準がそろっているんですからね。これ、それだけ地元がノーと言っていないなら、

これを進めないと、いろんなものが、我々病院というのは、こういう基準を満たしなが

ら前に進んでいきますので、これが否定されるとなかなか大変になっちゃう。 

  特にないですか、意見は。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 では、意見がないということで進めさせていただきます。 

  では、続きまして、病床機能再編支援事業について、事務局より説明をお願いします。 

○道傳課長 それでは、病床機能再編支援事業について、資料３－４に基づいてご説明を

させていただきます。 

  本事業ですが、病院または有床診療所が、地域の関係者間の合意の上で、地域医療構

想に即した病床機能再編を実施する場合に、減少する病床数に応じた給付金を支給する

ものとなっております。 

  医療機関から申請がありましたら、当該圏域の調整会議の議論の内容及び東京都医療

審議会等の意見を踏まえた上で、給付金の支給決定をいたします。 

  本事業は、三つの事業で構成されております。 

  一つ目が、単独支援給付金支給事業ということで、医療機関が単独で、現在稼働して

いる病床を１０％以上削減した場合に、病床稼働率に応じて給付金を支給いたします。 

  二つ目が、統合支援給付金支給事業でございまして、医療機関が統合し、現在稼働し

ている病床を１０％以上削減した際に、給付金を支給いたします。１床当たりの単価に

ついては、単独支援給付金支給事業と同様となっております。 

  次いで、三つ目が、債務整理支援給付金支給事業となっておりまして、病院を統合し

た際に、廃止となる病院の債務を返済するために、承継病院が金融機関から新たに受け

た融資の利子に対して支給をいたします。 

  それでは、資料の３－５ご覧ください。 

  今年度は、区西部保健医療圏の河北総合病院から申請がございました。本施設は杉並

区に所在する病院で、事業種別は統合支援給付金支給事業となっております。旧河北総
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合病院と河北総合病院分院を統合しまして、病床を計４０７床から計３５３床に、５４

床削減する計画となっております。 

  こちらにつきましては、２月５日の区西部の地域医療構想調整会議でご審議をいただ

きまして、特段ご意見なく、了承をいただいております。 

  ご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

  一応念のためとして、これは今厚労省が進めている１ベッド当たり４１０万円の病床

数適正化支援事業、これとは違って、以前からずっと行っているものということでよろ

しいですよね。 

○道傳課長 おっしゃるとおりです。 

○猪口部会長 どうもありがとうございます。 

  この今年度病床機能再編支援事業の申請の受付を行い、医療機関からの申請の内容に

ついて、当該圏域では調整会議の中で意見聴取を行っております。このことについて、

先ほどと同様に、この調整部会として何か意見がございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 ないということで進めてよろしいですか。では、ありがとうございました。 

  続きまして、その他調整会議での意見交換会等の内容について、事務局から説明をお

願いいたします。 

○事務局 それでは、資料３－６で諸説明をさせていただきます。 

  資料共有いたします。 

  こちら、まず、１点目の紹介受診重点医療機関についてですが、こちらは令和７年度

の外来機能報告に基づきまして、令和８年度に紹介受診重点医療機関と位置づける医療

機関について協議をいたしました。 

  こちらに示しております都の協議方針と協議方針に基づいた８年度に紹介受診重点医

療機関とする医療機関について、全圏域で協議が調っております。協議が調いました全

部で１０１の医療機関については、こちらの資料の５ページ以降に記載をしております。 

  次に、２番の２０２５年に向けた対応方針についてですが、こちら資料３も併せてご

覧いただければと思います。 

  本件は、国の通知に基づきまして、各医療機関から将来の役割や機能ごとの病床数な

どを対応方針として調整会議にご提出をいただき、それぞれの圏域において確認し、合

意を図るというものでございます。 

  医療法施行規則の一部を改正する省令がこちら施行されまして、新たな地域医療構想

を策定するまでの間、現行の地域医療構想の取組について、２０２６年度も継続するこ

ととされたことから、将来の役割や機能については、２０２６年７月１日予定の内容に

て各医療機関から伺っているところでございます。 

  今年度第２回目の調整会議では、前回の調整会議以降に新たに対応方針の提出があっ
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たものや、これまでご提出いただいた対応方針の内容を変更したものについて、これま

での調整会議での協議と同様に、改めて圏域における対応方針としてご確認をいただき、

全ての圏域にて合意をいただいているところでございます。 

  次のページに行きまして、３点目ですが、こちら、東京の特性を踏まえた医療機関機

能についてということで、各圏域で、こちらの概要にお示ししている観点から、意見交

換を行っていただいております。 

  こちら、都から提示をした論点に沿って、以下に主な意見をまとめております。 

  幾つかご紹介をさせていただきますと、一つ目、特に強化すべき医療機関機能など、

考慮すべき都や各区域特有の実情に関連しまして、大学病院等は三次救急に特化すべき

であり、そのために、機能分担の情報共有・経営面の配慮・患者・家族への理解が必要、

療養型が不足、昼夜で対応可能な医療内容が異なる場合もあるため、地域ごとの疾患別

夜間対応の整理なども必要などの意見がございました。 

  次のページに移りますが、医療機関機能ごとの受入患者像（基礎疾患・介護度・ＡＣ

Ｐなど）、こちらに関連した意見といたしまして、高齢者救急は軽症例も多く、一般救

急病院がファーストタッチを担って、必要時のみ上り搬送する仕組みが重要。 

  誤嚥性肺炎や尿路感染症など、地域で対応可能な例は救急隊任せにせず、搬送ルール

を事前に定め、在宅復帰や施設入所まで見据えて地ケア病棟等へつなぐ運用が重要とい

った意見がございました。 

  また、続いて、４ページ目に移りますけれども、医療機関機能に基づき、効果的に連

携するために必要な取組、こちらに関連した意見といたしまして、超高齢者の三次救急

搬送増でＩＣＵが逼迫しているため、高度急性期が不要な症例は早期に下り搬送するな

ど役割分担を進める必要、重症でも侵襲的治療を望まない高齢者を、みとりを含め受け

継げる転院先が不足しており、バトンタッチの在り方を整理すべき。 

  また、救急隊による搬送時の振り分けにはＡＣＰが不可欠であり、脳卒中のような救

急隊が分かりやすい仕組みづくりが必要などの意見がございました。 

  また、資料３－８といたしまして、こちら、ただいまご説明をした意見交換の圏域別

の主な意見をまとめておりますので、こちらも併せてご覧いただければと思います。 

  調整会議の意見交換等の説明は以上となります。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

  調整会議の座長として会議に参加された藤田委員、それから田村委員から、先ほどの

事務局の報告に加えて、実際に会を取りまとめた感想やご意見等をいただけますでしょ

うか。 

  まず、藤田委員からお願いいたします。 

○藤田委員 区中央部を担当しております藤田です。よろしくお願いします。 

  高齢者救急などの医療連携に関しては、オンラインの年２回の会合で全てを決めるの

はなかなか難しいので、分科会や協議の場を別に設けているという圏域もありました。 
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  また、都から提示されたスキームについては、医療機関経営が逼迫し、医療人材の確

保に苦慮している現状から、どのような財政支援が得られるのか、あるいは診療報酬が

どのように設定されるのか、医療機関の関心がありました。 

  トリアージに関しましては、トリアージ、また、安定した患者さんについての転院に

ついてのルールづくりと運営に関して懸念を抱いている医療機関が多いです。その一つ

の対策として、ＡＣＰの一層の推進が鍵になるのではないかと考えているという意見が

数多く寄せられました。 

  私からは以上です。 

○猪口部会長 どうもありがとうございます。 

  では、田村委員、お願いいたします。 

○田村委員 南多摩座長をしております田村です。 

  ここの議論で、まず東京都がたたき台を出してくれました。高次救急、高次機能の病

院はそれにふさわしい患者を診るべきで、高齢者救急はそこに集まると困ると、難しい

ということなのですが、高度医療をやる機関病院のほうから、実際に来てしまった患者

さんをトリアージのように振り分けるというのは実際難しくて。 

  これがうまく機能するか大変心配であるということと、それから、実際、現状では、

病床稼働率が南多摩の場合、どの病院も非常に下がりぎみで、各病院は経営をかけて、

患者さんの受入れというのは非常に積極的にしていますので、現状ではそういう上り・

下りの搬送をしながら役割を果たしていくという環境は、ちょっと今はあまり整備され

ていないなというような話がありました。 

  それから、もう一つは、この調整会議の想定した議題からちょっと外れるかもしれま

せんけれども、在宅をやっている先生から、最近金銭的な問題で、お金がないから診療

を受けられないということで、医療者が診療の継続をしようとしても、それができない

という非常に深刻な問題があるということ、そういう指摘がありました。 

  これは私自身も在宅をやっているものですから、その実感を共有するんですけれども、

そういう大きな問題があるなということを多くの参加者から共感を得たという部分があ

ります。 

  それと、南多摩の場合は、南多摩５市、非常にちょっと一つではなくて、いろいろ分

かれていますので、それを一体として運用するためには、それぞれの市、５市あります

けれども、そういった連携の推進を行政も入って進めないと、なかなか医療圏としての

機能が議論できないというような、そんな指摘もありました。 

  以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  お二人に続けて、各圏域の地域医療構想調整会議に参加された地域医療構想アドバイ

ザーの報告をお願いしたいと思います。地域医療構想アドバイザーである東京科学大学

及び一橋大学から発表をお願いします。 
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  まずは、東京科学大学の後藤先生、よろしくお願いします。 

○後藤委員 お願いします。ただいま共有されていますでしょうか。 

○猪口部会長 はい、共有されています。よろしくお願いします。 

○後藤委員 東京科学大学の後藤です。 

  今回の調整会議の総括につきまして、本日は大きく二つの構成でお話しさせていただ

ければと思います。 

  まず、各圏域で実施された意見交換会において挙げられた論点を六つの観点から整理

いたします。 

  続いて、新たな地域医療に向けた医療機関機能の最適化の方向性に関連して参考とな

るデータとして、後期高齢者の三次医療機関入院状況に関する分析結果を報告させてい

ただきます。 

  各圏域の意見交換会における論点に関して、一つ目は、入院ルートの整理とトリアー

ジ体制についてです。 

  主な課題として３点挙げられました。 

  １点目は、救急トリアージの困難性です。二次・三次トリアージの段階や担い手が必

ずしも明確ではなく、特に専門診療科の境界領域や中等症患者への対応において判断が

難しいというケースがあるという指摘がありました。 

  また、高齢患者の場合、年齢のみではなく、生活機能や社会的背景も踏まえた判断が

必要であるという点が挙げられております。 

  第２に、患者意向と医療資源の乖離です。高度医療機関の役割と複数疾患の一括管理

や利便性を求める患者・家族の要望との間にミスマッチが生じているという点です。 

  第３に、ＡＣＰの実装の不足です。本人や家族の納得感を重視した意思決定支援のプ

ロセスが十分に整備されていないという課題が指摘されました。 

  対応策としては、入院ルートの整備と限られた病床資源を地域で共有するための議論

を並行して進めること、また、消防、医師会、医療機関、行政などの関係者が連携し、

搬送ルールやトリアージガイドの整備を検討することが提案されておりました。 

  また、市民の受療行動の特性を踏まえた啓発や、かかりつけ機能の強化も重要とされ

ております。 

  ２点目は、急性期拠点機能の役割整理と後方連携についてです。 

  課題としては、まず高度急性期機能の意義と経営のジレンマが挙げられました。三次

機能への特化を目指す一方で、稼働率の維持や地域の事情により、一次・二次救急を受

け入れざるを得ない現状が指摘されています。 

  また、早期の後方転院を進める上では、診療報酬上のインセンティブの不足や時間外

の受入体制、家族・患者心理抵抗感などが課題として挙げられました。 

  対応策としては、救急受入の評価について、件数だけではなく、トリアージの適切さ

や後方連携の質も含めた多角的な指標を検討すること、また、三次医療機関でトリアー
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ジを行った後、数日以内に後方転院できるような仕組みを地域全体で構築することが提

案されておりました。 

  ３点目は、高齢者救急・地域急性期機能の受入体制です。 

  課題として、受入判断が医師個人や診療科ごとの判断に依存しているという傾向があ

り、組織としての受入ルールが十分に整備されていない点が挙げられました。 

  また、夜間や休日のマンパワー不足や検査体制の制約など、リソース面での課題も共

有されております。 

  さらに、専門に特化した病院や小規模病院では、他疾患併存の高齢者に対する総合的

な管理が難しいという制限もあります。 

  対応策として、各病院の対応可能な疾患や処置内容を共有し、受入能力を可視化する

こと、また、総合診療機能を強化すること、さらに、急変時には急性期拠点機能へ逆紹

介できるバックアップ体制を整備することなどが提案されております。 

  ４点目は、回復期及び慢性期機能に関してです。 

  回復期リハビリ病棟では、施設基準の影響により、リハビリが必要な患者を全て受け

入れることが難しいという構造的な制約があると指摘されておりました。 

  また、回復期入院中の病状悪化時に、急性期病院へ戻るというルールが明確でないた

め、転院調整が難航するケースも見受けられます。 

  さらに、医療療養病床や介護施設の待機期間の長期化により、急性期や回復期からの

転出が滞るといった問題も指摘されておりました。 

  対応策として、急変時に急性期病院が優先受入するような双方向連携のルールの整備

や、医療依存度の高い患者に対応できる慢性期機能の確保、介護医療院や老健を含めた

地域の受皿整備が提案されております。 

  ５点目は、在宅管理と地域包括ケアです。 

  複数医療機関の受入れや入退院に伴い、主治医機能が曖昧になること、また、独居や

認知症などの社会的課題を抱える患者が増加しており、入退院の調整が難しいケースが

増えていることが課題として挙げられました。 

  さらに、医療と介護の情報共有の不足や、医療圏と市町村という行政単位の違いによ

る連携の難しさも指摘されております。 

  対応策としては、かかりつけ機能の強化とＡＣＰの推進、入院早期からケアマネジャ

ーや地域包括支援センターとの情報共有、そして医療と介護の情報を横断的に共有でき

る基盤整備などが提案されております。 

  最後に、連携体制とデータ基盤に関してです。 

  病院間の協議体や連絡窓口が複数存在していることで、実効的な連携方針の決定が難

しいという点が課題として挙げられておりました。 

  また、地域全体の病床稼働状況や患者流出入などの実態について、包括的・俯瞰的に

データ把握できるような状況が十分に整っていないという問題もあります。 
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  対応策として、二次医療圏や自治体単位での実務者ワーキンググループの設置や、各

病院の受入状況を共有するプラットフォームの整備、そしてデータに基づく広域連携の

検討が重要と考えられます。 

  これらの議論を踏まえ、新たな地域医療構想に向けた医療機関機能の最適化において

は、特に次の二つの方向性が重要ではないかと考えます。 

  第１に、急性期拠点機能と高齢者救急・地域急性期機能の役割分担を明確化すること

です。年齢や要介護度、疾患特性、手術や処置の有無などを踏まえた客観的な指標の整

理に向け、継続的な協議を進める必要があると考えます。 

  第２に、円滑な後方連携に向けた運用フローの検討です。急性期拠点病院へ搬送され

た場合に、トリアージの結果、後方連携先での管理が可能であると判断された症例につ

いては、数日以内に転院できるような地域一体型の仕組みを検討することが重要と考え

ます。 

  これらの整理を踏まえて、実態把握の事例として、こちらに居住圏ごとに後期高齢者

の三次医療機関入院率について分析しましたので、結果を報告します。 

  画像上のデータは少し細かいので、お手元の資料でご確認いただければと思いますが、

こちらは、２０２２年６月から２０２４年５月までの２年間のＫＤＢデータのＤＰＣ入

院レセプトを用いて分析を行っております。 

  患者の居住圏域別に、後期高齢者の入院の上位三疾患である肺炎、心不全、骨折の疾

患を対象として、８５歳以上かそれ未満か、要介護度３から５か否かというような患者

背景と、肺炎であれば人工呼吸器管理、心不全や骨折であれば手術の有無というところ

で処置の項目を設けて、三次医療機関への入院率を評価いたしました。 

  背景色のうち、オレンジの箇所に関しては、項目ごとに三次医療機関への入院率が高

い上位６圏域を示しており、特に上位３圏域に関しては、濃いオレンジで示しておりま

す。 

  背景がピンクの項目に関しては、三次医療機関における処置、人工呼吸器あるいは手

術の実施率が、三次医療機関以外と比べて１０％以上高い圏域を示しております。 

  一方、ブルーの背景箇所に関しては、三次医療機関での処置の実施率が、三次医療機

関以外と同等以下であるような圏域を示しております。 

  疾患別の観点から申しますと、肺炎・誤嚥性肺炎に関しては、全体的に侵襲的な治療

を控えるといった傾向が強く、三次医療機関であっても、区東北部を除いて、人工呼吸

器の使用率は１０％未満と低い水準でありました。 

  このことから、三次医療機関は高度な集中治療のみならず、重篤な合併症管理や地域

における入院需要の受皿としての機能も一定程度担っているという可能性が示唆されま

す。 

  次に心不全に関してですが、年齢や要介護度が上昇しても、手術の実施率の著明な低

下というものは見られませんでした。特に三次医療機関で手術実施率は高い傾向が見ら
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れており、心不全の増悪に対する専門的治療のニーズというものは、患者背景にかかわ

らず高いことが示唆されます。 

  また、骨折に関しましては、全体として手術の実施率が高いものの、要介護度が高い

層において、三次医療機関の手術実施率が、三次医療機関以外に比べて低くなるという

ような圏域が散見されました。 

  これは、三次医療機関が、重篤な合併症を抱えた症例や厳密な周術期管理を要するよ

うな高リスクの症例を受け入れるために、相対的に手術率が低くなっているという可能

性が考えられます。 

  患者背景に関して申しますと、肺炎や心不全では、８５歳以上や要介護度３から５の

区分で、三次医療機関入院率というものは低下するような傾向が見られました。 

  特に要介護３から５の層では、入院率が最も低くなるといった圏域が多く、要介護度

が三次医療機関入院の判断に影響する指標の一つであるのではないかと考えます。今後

は、年齢と要介護度を組み合わせたような評価も必要かと考えております。 

  地域の特性としては、区中央部や北多摩南部など、圏域内に三次医療機関が複数存在

する圏域では、その三次医療機関入院率が高いといった傾向が見られました。 

  一方、西多摩や島嶼などの医療資源が限定される地域では、特定の三次医療機関に集

約される搬送ルートが形成されているため、三次医療機関への入院率が比較的高い水準

であるといったことが考えられます。 

  今後は、重症疾患の重症度や多疾患併存の影響、入院経路の精緻化を進めていって、

データの精度向上を図っていきたいと考えております。また、本日ご提示した内容以外

にも、何かトリアージの可視化につながるデータ項目についてご意見がありましたら、

いただけますと幸いです。 

  ご清聴ありがとうございました。 

○猪口部会長 どうもありがとうございました。 

  各圏域のところの調整会議を聞いていて、話をまとめていくのは難しいんですけども、

先生、本当にまとめていただきまして、どうもありがとうございます。最後の表もいろ

いろ示唆に富むもので、本当にどうもありがとうございます。 

  では、続きまして、一橋大学の高久先生からお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○高久委員 よろしくお願いします。そちらで共有していただいていいでしょうか。何か

たまに遠くなってしまって、あれなんですけど。 

○事務局 大丈夫です。 

○高久委員 おめくりください。 

  後藤先生のほうからかなり包括的におまとめいただいたので、私からは１点だけなん

ですけれども。 

  東京のモデルということで、高齢者救急はいろんな病院でファーストタッチはできる
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ので、取りあえず受けて、それで必要があれば転院搬送するということが東京のモデル

としていいんじゃないかということが少し話し合われているんですけれども、これ、地

域医療構想全体でも、高齢者救急はいろんな病院で対応できるよねというのが、厚労省

の中でも前提としてあるということだと思います。 

  さはさりなんとて、高齢者救急は、医学的にはもちろんいろんな病院で対処できるの

でしょうけれども、人材がいないとやっぱりどうにもうまくいかないとか、そういうこ

ともやっぱり制約としてあるのかなと思っております。 

  なので、都庁のほうから救急の応需のデータを病院ごとにいただいておりますので、

それと人材の関係なんかについて、どういう関係が今見られるのかということを少し報

告するということです。 

  おめくりください。 

  幾つかの圏域では、議論にもなっておりましたけれども、東京の特性を踏まえた医療

機関機能についてというところでも、赤字で囲ったところですが、医療・介護の人材不

足の傾向は今後も顕著であるとか不足が懸念されるというのは、少し強調されていると

ころなんだと。 

  いろんな仕組みを考える際にも、そういうことがいわゆる制約条件に今後なっていく

ようなことは十分に考えられるのかなというふうに考えております。 

  おめくりください。 

  人口１０万人当たり就業の看護師数なんかは、２０１０年と２０２０年でこんなふう

にプロットしておりますけれども、それほど多いものではないと。 

  おめくりください。 

  若い人口が多いので、人口で割ると少し割り過ぎなんじゃないかということがござい

ますので、６５歳以上人口で割ってみますと、大体東京は全ての都道府県の中で中位ぐ

らいに今あるんだと。 

  ただ、７５歳以上人口は、ほかの都道府県は減りますけれども、東京はまだまだ増え

ていくことですので、相対的に不足感が緩和されるということはちょっと考えにくいよ

うな状況なんじゃないかということです。 

  おめくりください。 

  ですので、高齢者救急もこれから増えますので、どうやったら応需できるのか…… 

○猪口部会長 高久先生、固まりました。 

○高久委員 大丈夫でしょうか。すみません。ちょっとこちらの電波の都合だと思います

けれども。 

○猪口部会長 このページから聞こえなくなりました。 

  どうぞ、続けてお願いします。 

○高久委員 応需率４０％ぐらいの病院が、分布を見ると多いのかなということです。 

  おめくりください。 
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  単純に相関を見ますと、病床当たりの看護師数と救急の年間の受入件数であったり、

それから応需率、右側の図ですけれども、これはかなり、特に応需率についてはきれい

な正の相関がありますので、病床当たりに看護師が採用できているところほど、より応

需できると。 

  応需率、差も１０％からそれ以上ぐらいありますので、少し無視できない差だという

ふうに考えられます。 

  おめくりください。 

  医師数なんかについても見ております。 

  おめくりください。 

  いろんな要因の中で、どんな要因が統計的に有意に効いているのかということで、い

ろんなＤＰＣ病院であるとか、三次救急かどうか、それから地域医療支援病院であるか

どうかなんていう変数も加えておりますけれども、統計的に頑健に有意になるのが、や

はり看護師の数なんかは、信頼区間がゼロをまたいでプラスですので、これはかなり応

需率ないし搬送の決定要因になっている可能性があるということです。 

  おめくりください。 

  人材がやっぱり不足していると、なかなか医学的には応需できることではあっても、

実際には受けられなかったりすることもございますので、そうなると、いかに看護師が

東京都内でうまく採用できるであるとか、人材の紹介の会社の話もちょっと出ておりま

したけれども、そういう話であるとか、それから、二次救とそうじゃないところの線引

きみたいなところも、少しやっているような市もあります。 

  例えば仙台市だと、救急の受入病院と後方の病院というのをもう少し明確にルール化

して分けた方がいいんじゃないか。そうすると、救急の受入れの病院のほうに人材をよ

り集めたりもしやすくなりますので。 

  そうすると、都全体の人材の不足感も緩和されて、高齢者救急、まさにファーストタ

ッチがよりうまくできるようになるんじゃないかとか、そういう考え方もないわけでは

ないので、少し考え方の整理を今後すると、なおよいんじゃないかなということでござ

います。 

  私からは以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

  ただいま説明のあった調整会議での意見交換の内容について、これからちょっと意見

交換、ご意見があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  土谷先生かな、手が挙がっているのは。東京都医師会の土谷先生、お願いします。 

○土谷委員 東京都医師会の土谷です。 

  今回、議論のテーマの中心は、高齢者救急、高次機能病院との役割分担ということで

した。 

  全体的に通して聞いてみると、役割分担が進むような議論が進んだかと言われると、
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あまり進まなかったかなと思います。つまり、議論は深まらなかった印象があります。 

  それぞれの座長の先生、アドバイザーの先生からのご意見ありましたけれども、例え

ば三次救の病院が三次救に注力できるかというと、病院の経営等を考えるとなかなか難

しいところもあるかもしれませんし、あるいは救急車の台数がほぼ病院の評価の指標に

なりつつありますので。 

  今までもなっていたかもしれませんけれど、もっと強く病院評価の指標になり得るの

で、そういった点で、なかなか高度救急センターがそれを中心にやっていくというのは、

病院経営の観点からもなかなか難しいところがあるのかなと思います。 

  ですので、仕組みとしてやっぱりつくっていかないと、そういった役割分担というの

は進まないんじゃないかと思いました。 

  私からは以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  ほかに、山口委員ですね。山口委員、どうぞ。 

○山口委員 ありがとうございます。 

  私、患者の立場で活動していますので、今様々な課題をお聞きしていると、やはり圧

倒的に都民側のいろんな課題についての理解が追いついていないんじゃないかなと感じ

ながらお聞きしていました。 

  特に、上り下りの話がありましたけれども、やはりこれは不満を持ちやすいところで

すので、どういうときにどういう医療機関が必要で、そういう移動しなければいけない

ということについての理解を深めていく必要があるのではないかと思いました。 

  特に、かかりつけ医機能について推進していくとか、ＡＣＰの推進という話があった

んですけれども、これ、特に医療機能の分化、そういったことの理解も含めて、東京都

は都民の人口が多いですし、該当する高齢者の方も非常に人数が多いので、これをどう

やって浸透していくのかということが大きな課題ではないかと思っています。 

  一つ、かかりつけ医機能の推進なんですけれども、ナビイという、国がやっている、

今までは各都道府県で出していた医療情報ネット、これを令和６年から国で統一したん

ですけれども、そこでかかりつけ医機能の公表が今年から始まると聞いています。 

  ところが、今日、厚労省の会議、午前中に私が出た会議で、医療法上、年に１回機能

報告するということが義務になっているんですけれども、全国平均で７２．４％しか報

告はできていない（その後修正された数字が出ています）。１００％の県もあるんです

けれども、東京都で見ますと、７８．９％なんですね。 

  一番低いところ、沖縄で１１．１％という、とんでもなく低いところもあるんですけ

れども、これ、やはりかかりつけ医機能を都民がしっかりと情報を得ていくという意味

では、もう少しやっぱり報告率を上げないといけないんじゃないかと思いますので、東

京都としては、どういったところが報告できていないのかというところをきちんと精査

して、推進していただく必要があるのではないかと思いました。 
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  それから、もう一つ、ＡＣＰなんですけれども、これは２０２４年度の診療報酬改定

の中で、入院の通則の中に、患者の意思決定のプロセスをきちんと指針をつくるという

ようなことが位置づけられてから、非常に荒っぽいＡＣＰをやる病院が増えています。 

  聞くところによると、大きな病院ですけれども、がんと診断されたら、一定のアンケ

ートを配布して、それに基づいて全く初対面のナースが患者と話をすることをＡＣＰと

言っていると。 

  そんなことをやっていると、とてもじゃないですけれども、先ほどからあったＡＣＰ

の患者側の納得感というのが得られないと思いますので、ＡＣＰの必要性も含めて、ど

うやって都民に周知していくのか、ここもきちんと考えていかないといけないところで

はないかと思いました。 

  すみません、ちょっと長くなりました。以上です。 

○猪口部会長 どうもありがとうございます。大事なお話。 

  次は、内藤委員ですね。お願いします。 

○内藤委員 ありがとうございます。内藤病院の内藤です。 

  私も、今、山口委員がおっしゃっていたと同じように、これ、医療の制度というか仕

組みをやはり都民の側が、皆さんがある程度しっかり理解していただくということが、

まずは一つ必要なことと。 

  それを理解して利用する、利用といいますか、うまく使うためには、やはり自分たち

がどうしたいか。つまり、ＡＣＰと言っていいのかもしれませんけれども、そこのとこ

ろをしっかりご自分の中で覚悟というか決めておかなければ、その制度の中でどのよう

にうまく自分たちが制度を使えるのかというのは、ちょっと難しいんじゃないかなとい

うふうに思います。 

  一つ、あと、それからＡＣＰという言葉がよく出てきますけど、本来ＡＣＰというの

は、もっとお元気なときから自分はどうしたいかということをみんなで話し合うという、

そういう、またそのプロセスが大切ということなのですが。 

  救急の現場においては、例えばですけれども、高齢者施設に入所しているときに、自

分たちはもう積極的な治療は望まないという話になっても、よくあるのは、いざ急に具

合が悪くなると、大きな病院に連れていってほしいといったような話になってしまって。 

  そこら辺のところがしっかりとご自分たちの覚悟といいますか、そういったようなも

のがまず一つできていないという意味では、どこに行っても不満足になってしまうので

はないかなという意味では、やっぱり覚悟というのが絶対必要かなというふうには思っ

ています。 

  そういうことは、例えばうちも地域包括ケア病床をやっておりますけれども、大学病

院からこちらのほうに受け入れて、じゃあ自宅に戻りましょう。それとも施設に行きま

しょうかという話になったときに、病状的に全く合わない希望が出てしまって調整がで

きなかったりとか。 
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  場合によっては、当院地域包括ケアは、大体普通４０日、６０日が一つの入院の目安

なんですけれども、それをはるかに超えてしまうような形であって、なかなか制度の中

で皆さんご自分の希望とか、あっちの療養型は気に入らないからこっちをもう一回見て

みたいとか。 

  そういうものの本当に制度というもの自体をしっかり知っていただく必要性が私とし

てはあるので、我々ばかりが、医療側が一生懸命対応を考えても非常に難しいのではな

いのかなと思っております。 

  長くなりました。以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  ＡＣＰの問題だけではなくて、こういういろいろな地域医療構想でやっているような

この仕組み自体を理解してくれと、してもらう必要があるということですよね。 

○内藤委員 そうです。 

○猪口部会長 どうもありがとうございます。 

  では、続いて、横田委員ですかね。よろしくお願いします。 

○横田委員 横田です。どうもありがとうございます。 

  後藤先生に質問したいのですが、一番最後の資料に各医療圏における三次救急の疾患

ごとの役割のような表がありました。それぞれ医療圏によって、三次救急の役割という

のが大分違うというのがこれでよく分かりました。その理由の一つとして三次救急施設

の密度の話をされていましたが、確かにそのようにも思います。 

  例えて言うと、区中央部は三次救急医療施設がたくさんあります。区東部は１施設し

かなかったと思います。しかし、例えば区西部も三次救急医療施設がたくさんあると思

うのですが、密度だけではなくて、ほかの要因もあるのかなと、この表を見て思うので

すが、その辺は先生のお立場から何か示唆するようなことはありますでしょうか。 

○猪口部会長 後藤先生、すみません、よろしくお願いします。 

○後藤委員 ありがとうございます。 

  今おっしゃっていただいたように、密度だけではなくて、そのほかの役割を担う病院

がそこにあるかどうかといった、外的な事情とかにもよるかと思います。 

  三次に寄ってくる患者もいれば、その他の方が適正で受入れがちゃんとできていると

ころもあります。区中央部は、三次は多いが、高齢者を受け入れることに関しては、外

に頼っているといったところがマッピング上は見えていたので、区西部とは事情が違う

のかなといったところはおっしゃるとおりだと思います。 

  その何が判断のポイントになるのか、次の深掘りする視点に関しては今検討中で、さ

らに今のデータは粗いものではあるので、そこに多疾患併存が影響していて、頼らざる

を得ないのかなとか、何がそのキーになっているのかというのは精緻化していく必要が

あるし、二次医療圏別に区切って考える必要もあるのか、といったところは議論してお

りますので、またそこに関してご報告できることがあれば提示させていただきたく思っ
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ております。 

○横田委員 ありがとうございます。大変勉強になりました。 

  これはＤＰＣのデータで、施設ごとで、施設の診療科ごとも考慮したデータなのでし

ょうか。 

○後藤委員 いえ、三次医療機関入院というところに関しては、東京都救命救急センター

を持っている、２８か所の指定病院への全入院を見ております。 

○横田委員 病院全体ということですね。 

○後藤委員 そうです。なので、救急入院も一般入院もというのが含まれてしまうのは、

すごく難点だと思っております。 

○横田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○猪口部会長 会場のほうに新田委員が、今の件について関連で。 

  では、よろしくお願いします。 

○新田委員 関連の質問でございますが、この高齢者救急の中の三次医療機関の調査の中

で、８５歳以上と、そして要介護３から５という中で、そこで三次救急入院というこの

調査なのですが、実際にこの方たちにとって必要なのは、中小病院の中の役割の急性期

対応だというふうに私は思っているんですね。 

  ここで三次救急の人工呼吸等々の話しは、８５歳以上、要介護３から５の急性期対応

をどのような医療を行うかであり、その為には課題に対して、都民意識、医療の受療の

都民意識の問題ということを対応しない限り難しく、その中で入院ルートの整理とトリ

アージ体制の構築は、大切な話です。 

  救急トリアージの困難性、二次・三次のトリアージ、特に担い手とかいう話と、そこ

で年齢のみにかかわらず、生活機能や社会背景を考慮した判断が必要となります。これ

は正しい、非常にすてきな言葉だと思うのですが、三次救急等の調査とのギャップがあ

ります。 

  だから、先ほど土谷先生が言われたこの機能分化に対して、まだまだできてないなと

いう思いがあります。 

  結果として、そこは患者家族の意向と医療資源の乖離があって、そういうことがこの

調査を含めて、恐らく三次救急だけの調査でなくて、ほかの調査があると思いますので、

その辺りのところをまたあれば、教えていただければというふうに思っています。 

○猪口部会長 ご希望ということで。 

  この件は、座長の僕が言うのも何なんですけど、多分今の救急体制というのは直近選

定で、その現場のところから近いところから救急車は医療機関を選びますので、その中

における、先ほどの密度という話がありましたけど、三次救急と二次救病院のその密度

差というのは結構影響していると僕は思っています、これを見て。 

  例えば、西部のほうの話が先ほど出ましたけど、西部は中野、それから杉並区があっ

て、そちらのほうは三次救急の密度が低いんですよね。だから、西部全体として見れば、
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二次救急、三次救急の密度比が一般的なところになってしまうんだけど、区中央部は三

次救急の密度比が高いし、それから西多摩だとか、多摩のほうもそういうところがある

のではないかと、僕の見解はそう思いながら見ていました。 

  だから、区中央部は多過ぎて、そして西多摩だとかは医療機関全体が少ないので、力

の強い青梅、青梅市民のほうに集まっているんだろうと。そんな感覚で見ていましたの

で、一参考意見として聞いていただければと思います。すみません。 

  では、その次は、田村委員でいいですか。田村委員、どうぞよろしくお願いします。 

○田村委員 この件を聞いていて、やっぱり私たち医療機関側の見解でずっと議論してま

して、山口委員から、患者さんの視点からちょっとついていけないところもあるという

ふうなご意見があったと思うんですけれども、実際にこういう人たちの意向というのは、

どこの病院に入院してもらうのがいいかとかいうことにとても大きな影響を持っていま

す。 

  今の実際に高齢者救急でどこの病院に行くのが適正かという議論なんですけれども、

患者さんが直接救急車を呼んでこの病院に行きたいとか、そういう場合以外に、実際に

在宅で関わっている患者さんが、具合悪くなってどこに入院するかというときには、訪

問看護師とかケアマネジャーとか、そういう人たちが、どこが適正と考えるかというの

は非常に大きな影響があると思います。 

  私の経験でも、実際に高齢の方でちょっと具合が悪くなって、地域の包括ケア病棟を

やっているような病院がどこか空いてないかなと思って一生懸命に病院探しをしている

のですが、ケアマネが、いや、多摩総だったらすぐに受けてもらえるから、ぜひそこに

当たりたいとか、多摩総はご存じのとおり、地域の高度医療をやる機関病院ですけれど

も、そういう人たちが、今ここで議論しているようなことについて、全く意識を共有し

ていない。 

  ですから、ここで結論を出して、それを下に下ろしていくという発想では、実際にな

かなかうまくいかなくなると思いますし、そういう人たちがどう考えて動いているのか

ということをどこかで吸い上げながら議論をしていかないと、調整会議の議論というの

は、なかなか上滑りのまま推移してしまうような危惧をちょっと感じました。 

  感想です。以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  これもちょっと口挟んであれなのですが、実は多分患者さんがここに行ってくれ以外

のところを選ぶのは、実際は救急隊です。救急隊が搬送先を選定して、その選定基準は、

ＭＣがいろいろ決めているものに従いながら決めているんですね。 

  だから、今度の新たな地域医療構想は、役割分担で高齢者救急とかこういう話が出て

きているのは、きちんと地域のＭＣと共有しましょうという話になっています。ＭＣが

判断をして、どこに連れていくかということ、ＡＣＰがあるなしだとか何だとかは、そ

れでも今先生がおっしゃったように、多摩総が簡単だから受けてくれるからという、そ
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ういう判断を救急隊がするようじゃいけないんです。 

  今後、地域医療構想で考えていることをＭＣと共有しながら進めていきましょうとい

うのが、今考えられていることです。だから、もちろんそこに患者の皆さんとか市民の

皆さんが入るのも当然の話です。そういう方向性で進んでおりますので、一応紹介して

おきます。ありがとうございます。 

  ほか、いかがでしょう。ちょっと進行遅れているかな。 

  一応ここまで、これまでの会議の議論については終了させていただいて、次に、令和

７年度在宅療養ワーキンググループの開催結果です。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、資料の４－１をご覧ください。 

  こちらに、今年度の地域医療構想調整会議、在宅療養ワーキンググループの開催概要

をまとめております。 

  左側に記載のとおり、昨年１０月以降、全圏域におきまして実施したところでござい

ます。 

  今年度の意見交換の内容は右側に記載のとおりで、議題として、これまでの振り返り

と、２０４０年に向けた取組の方向性を議題とし、これまでの取組を振り返って評価で

きる点、改善すべき点はどのような事項か、これまでの取組と評価を踏まえ、今後どの

ような取組を具体的に進めるべきか、取組を協議する場や参加する職種はどのようにす

るのがふさわしいかの２点につきまして、事前にアンケート調査を行い、区市町村ごと

に議論いただいた上で、ワーキンググループの場で意見交換をしていただいております。 

  続いて、資料の４－２をご覧ください。 

  こちらは、各圏域の意見交換で挙がった主な意見をまとめております。なお、各圏域

で挙がった意見の詳細については、次の資料の４－３のほうで一覧にしてまとめており

ますので、後ほどご確認いただければと思います。 

  まず、テーマの一つ目、これまでの取組の評価できる点、改善すべき点につきまして

は、在宅で療養する患者像が多様化・複雑化している中で、多職種連携がより一層重要

であること。 

  ＩＣＴを活用した情報共有が進んでいるが、地域や職種間等の利用格差があり、取組

をさらに促進する必要があるということ。 

  また、医療介護連携の取組が進められているが、その有効性の評価が難しいといった

ご意見がございました。 

  テーマの二つ目、これまでの取組と評価を踏まえ、今後どのような取組を具体的に進

めるべきかにつきましては、顔の見える関係はあるものの、そこで出た意見を施策に反

映していけるとよいといったこと。 

  また、統計や調査の分析を進め、地域の特性を踏まえて、在宅医療の現状と将来の課
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題について議論することが重要。 

  「在宅療養において積極的役割を担う医療機関」を活用した新たな取組ができるとよ

い。多職種と連携した口腔ケアの取組を進めたいといったご意見がございました。 

  このほかにも、医師と薬剤師の連携であったり、ＡＣＰの推進などについての意見も

複数の圏域でいただいているところでございます。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  続いて、在宅療養ワーキンググループの座長として会議に参加された迫村委員から、

先ほどの事務局の報告に加えて、実際の会を取りまとめた感想、ご意見をお願いしたい

と思います。 

  迫村委員、よろしくお願いします。 

○迫村委員 ありがとうございます。 

  私、区西部の座長をやりました。今お話に出た新宿、中野、杉並というのが、区西部

の医療圏になります。 

  今、事務局のほうからお話がありましたけど、平成３０年から在宅医療介護連携推進

事業が進められていて、その間またコロナがあったりして、コロナ前とコロナ後ごとに

いろいろ各地区で取り組んできて、これまでの取組を振り返って評価できる点というこ

とと、今後取り組むべき点ということで話し合いました。 

  何かの結論を出すような会議ではないので、各区のほうの先生方、あるいは多職種の

ほうから、行政から、様々な意見、多岐な意見が出て、まとめるというのはなかなか難

しいところもあるんですけれども。 

  やっぱり在宅療養に関しては、区民に対するそういう理解ということについては、こ

の事業を通じて結構深まってきているんじゃないかというのが割と共通の認識でした。

区民向けの在宅療養のガイドブックであったりとか、ホームページに案内があったりと

か、これは各区で行政のほうで取り組んで、既に利用されております。 

  一方で、私自身の感覚で、先ほど山口委員のお話ですけど、やっぱり完全に浸透して

いるかと言われると、やっぱりまだ、そこまで在宅介護保険の使い方も分からないとい

うような方もいらっしゃるので、そこのところについては、やはりしっかりと底上げし

ていく必要があるのかなというふうに思います。 

  また、多職種連携もかなりできてきていることは事実だということはありますけれど

も、例えば介護事業所、職種間によって、やっぱりかなり温度差があったり、あるいは

地域的なこともあるかもしれませんけど、訪問看護ステーションが結構すぐなくなって

しまって、また、ケアマネさんも変わってしまったりというような、非常に流動性が結

構あるというようなことがあって。 

  なかなかそういう在宅医療とか、あるいは介護の継続性がちょっとなかなか難しいな

という部分もあります。 
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  今、訪問看護ステーションは、新宿区で言えばどんどん増えているんですけど、逆に

ケアマネさんがどんどん減っていたりして、非常にその辺のリソースの問題みたいなこ

とも指摘されていました。 

  また、ＩＣＴ連携は、これはもう必須というようなことで、今度の診療報酬でもかな

り評価されるようになってきましたけれども、新宿と杉並ではバイタルリンクという、

あるいはメディカルケアステーションなどを使って連携しています。中野区は独自のシ

ステムを構築してつくっているというようなことはありました。 

  ＩＣＴ連携で指摘されているのは、やはり前から言われていますけど、非常に大きな

病院が多い地域なんですけれども、やはり大きな病院とはセキュリティーの問題で、な

かなか柔軟なＩＣＴ連携ができない。 

  あるいは、もう一つハードルが大きいのは行政ですね。行政とはもう非常にＩＣＴで

連携できないという壁が強くて。中野区は、でも行政と何か連携できるＩＣＴをつくっ

ているというところも言われていました。その地域によって差があるなというふうにも

思います。 

  それから、結構独自のあれで、新宿区は外国人が結構増えてきているので、やはり先

ほどのＡＣＰにしても、ちょっと多言語化をしていかなきゃいけないんじゃないかとい

うような指摘があって。 

  私自身もそうだなというふうに思いますけれども、訪問診療なんかも、そろそろ外国

の方に対して行かなきゃいけないようなケースも徐々に出てくるので、そういうことに

対してどうやって取り組んでいくのかということが必要になってくると思います。 

  あとは、先ほど訪問看護が非常に増えてきているので、新規参入する訪問看護ステー

ションなんかが、やはり質の担保が大事なんじゃないかというようなことが、訪問看護

さんのほうからは指摘がありました。 

  地域医療構想調整会議ですので、病院と訪問診療、在宅との連携をやっぱり今後いか

に深めていくのかというのが非常に重要だということで、区によっては病院の医師が在

宅医療に研修に出るとか、在宅に実際病院の先生がアウトリーチするというような、そ

ういう取組をしてきている施設もあるというようなお話が出ました。 

  長くなりましたが、以上です。 

○猪口部会長 どうもありがとうございました。非常によく分かりました。 

  この在宅療養ワーキングに関して、ご意見がございますでしょうか。 

  内藤委員、どうぞ。 

○内藤委員 ありがとうございます。内藤です。 

  迫村先生、どうもありがとうございました。非常にいろんな問題を本当にまとめてい

ただいて、大変分かりやすくありがとうございました。 

  もちろんここは在宅療養ワーキングということなんですけれども、先ほども地域や職

種間にいろいろ格差があるという話がありましたけれども、最近渋谷区においては、ど



 

 21 

うもやっぱり訪問看護ステーションが、人がどんどん変わってしまったりとか、ケアマ

ネジャーが変わってしまったりして、何か全然話の通じないケアマネジャーもすごく増

えているということで、うちのＭＳＷも困っていますけれども。 

  かなり、先ほど言いましたように、高齢化によって複数の疾患や独居老老介護、生活

困難と一緒に、やっぱりお一人様とかいうような話になってきますと、我々としては、

訪問医療だけではなくて、もう本当に今まで以上に生活の面に踏み込んでいかないとい

けないのかなという部分がすごく多くありまして。 

  最近、私もあまり後見人という制度をよく存じてなかったんですけれども、最近そう

いう後見人をつけるつけないで、やっぱり医師のほうから言ってほしいとか、後押しし

てほしいというような、そういうような意見もありまして、病院でもそうですけれども、

やはり介護とか福祉の方からも、医療者から一言のニーズというのが今すごく増えてい

るなという意味では、さらに仕事が多様化しているなと思って聞いておりました。 

  ですから、もっとさらに我々はもっと広く在宅を見ていく、多職種連携を広げていく

必要性があるんじゃないかなと思って感じております。 

  以上です。ありがとうございました。 

○猪口部会長 ありがとうございます。ご意見として聞いておきます。分かりやすかった

です。 

  ほかにいらっしゃいますか。よろしいですかね。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 これ、こういうことを話したということが次につながるということですの

で、ここで結論がここで出てくるわけじゃないですから。 

  では、次に進めさせていただきます。 

  この次は、報告事項でいいんですかね。報告事項の１、新たな地域医療構想について、

事務局より報告をお願いいたします。 

○事務局 資料５を使って説明をさせていただきます。資料５を共有いたします。 

  こちら、新たな地域医療構想につきまして、昨年の７月から国のほうで検討会を設置

して議論が行われておりましたが、先週の３月１９日に検討会の取りまとめが公表され

ておりまして、東京都のほうで、こちら２ページにわたって概要をまとめておりますの

で、こちらに基づいてご紹介をさせていただきます。 

  なお、検討会の取りまとめ以上の詳細については、恐らくですが、年度末以降に国が

示す予定のガイドラインの中で明らかになっていく見込みでございます。 

  まず左上、目指す姿でございますが、こちらは昨年度も国のほうで検討会がございま

したが、そちらの取りまとめでも示されていたとおりでございます。 

  右上、地域類型別の課題、こちらについては、東京都の場合ですと、主に一番上の大

都市型、こちらが当てはまり、高齢者救急への対応が焦点とされている一方で、相対的

には医療資源が多く存在し、担い手の不足は限定的とされているところでございます。 



 

 22 

  中ほど、主な変更点でございます。 

  １ポツ目の構想区域については、現在の二次医療圏、こちらを前提として固定するこ

とはなく、必要に応じて広域化や県境連携も検討することとされております。 

  一つ飛ばしまして、３ポツ目の新たな構想が医療計画の上位概念となることは、昨年

度の取りまとめでも示されているとおりでございますが、令和１２年度からの第９次の

医療計画から、この新構想を踏まえた実行計画として策定することとされております。 

  また、４ポツ目の精神医療については、再来年度の各種報告開始に向けまして、来年

度、令和８年度に国のワーキンググループで具体的な検討がなされる予定でございます。 

  左下にございます必要病床数の推計、こちらをご覧ください。 

  こちらですが、都のほうでこちらも図式化した内容にてご紹介をさせていただきます。 

  こちら、まず将来の医療需要を推計しまして、四つの医療機能別、高度急性期から慢

性期までの四つの医療機能別の病床稼働率で割って、必要病床数を算出する、そういっ

た大枠の計算式は現行の構想と変わりありませんが、ところどころですが、なるべく必

要病床数が過剰とならないように算出されるような意図が、新たな構想での必要病床数

の算出式としては含まれているところでございます。 

  まず、上のところ、２０４０年の医療需要推計とある中の左側ですが、２０４０年の

将来人口に、直近２０２４年の受療率を掛けております。 

  その隣、構想の取組による効果等、改革モデルとございますが、こちら、例えば過去

からの推移で、入院受療率が低下傾向にあることなどを見込むため、今の構想、現行の

構想で見込んだ需要と実際の医療需要の差分、こちらを何らかの形で反映することなど

が改革モデルとして示されているところでございます。 

  また、その隣、右側の隣ですが、病床数適正化分とございます。こちら新構想、新た

な構想の取組開始前に、国の補正予算によりまして、病床を返還する医療機関に対する

支援事業が実施をされますが、その事業趣旨を踏まえまして、削減が見込まれる病床数

分から算出をされます医療需要、こちらを先ほどの２０４０年の医療需要推計から差し

引くような計算となってございます。 

  次に、下段の病床稼働率でございますが、こちら、現行構想、今の構想における稼働

率も括弧内に示しておりますが、現在の稼働率、今現在の病床稼働率の中央値を取りま

して、さらにプラスで示しておりますけれども、こちら将来の医療ＤＸの取組分、こう

いった分も上乗せをしまして、おおむね現行の構想よりも高い稼働率、計算上、必要病

床数が小さく、過剰でない形で算出されるような数字に設定をされているところでござ

います。 

  それらによって、新構想における医療機能別の必要病床数を算出すると、今のところ

示されているところでございます。加えて、この推計につきましては、２０３０年と２

０３６年の医療計画改定のタイミングで見直されることとなってございます。 

  右側に目を移していただきまして、医療機関機能の概要でございますが、こちらの医
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療機関機能の報告制度については、今年の１０月から始まる予定でございまして、各医

療機関が担う機能を明確化して、令和１０年度までに地域医療構想調整会議で各病院の

役割を調整することとなってございます。 

  左側の地域ごと、構想区域ごとの機能でございますが、こちら急性期拠点につきまし

ては、救急手術を幅広く総合的に提供、また人口２０から３０万人に一つ、また政策医

療、経営や建物の状況も含めて総合的に選定することなどが示されております。 

  下の高齢者救急・地域急性期、こちらにつきましては、高齢者の救急受入を中心に行

い、高齢者と言いましても、年齢など一律的な対応は困難、また入院早期からのリハ実

施などの役割が示されているところでございます。 

  右側の広域的な観点、こちら都道府県単位の機能といたしましては、医育及び広域診

療といたしまして、大学病院本院の役割となってございます。医師派遣元としての人的

協力などが、役割として示されているところでございます。 

  続いて、２ページ目に行っていただきまして、こちら長期的なスケジュールといたし

ましては、左側にございます２０２６から２０２７の上半期までに、現状の把握、課題

設定、こちらの構想区域の見直しなどを行って、その後、右側の２０２８年度までに、

取組の方向性なども含めて新たな構想を策定。当然、この中には必要病床数についても

含まれるものとなってございます。 

  そして、一つ飛びますけれども、２０３５年を目途に一定の成果というものを見込ん

でいるところでございます。２０３０と２０３６年の必要病床数の見直しは、先ほどご

説明したとおりでございます。 

  続いて、主な推進体制や役割でございますけれども、都道府県が構想策定をして推進

の主体、また国が進捗や運用のフォローをすること、こちらについては現行の構想と変

わりはございませんが、新たに市町村が自治体立病院の設置主体として、ダウンサイズ

や機能の見直し、これは公立・公的病院やその設置主体にも求められる役割でございま

すが、また、そのほかにも介護に係る課題を調整会議で共有することなどが求められて

いるところでございます。 

  また、大学病院本院については、診療のほかに人材育成や派遣の面での役割を求めら

れているところでございます。 

  最後に、都道府県が検討すべき論点として、四つ挙げてございます。 

  ①については、必要病床数や会議体にも関連をしました構想区域について、２ポツ目

にございますけれども、特に患者の受療行動が多様で、区域間の流出入も複雑な都市部

におきましては、地域での医療提供体制の協議や必要病床数の運用が可能な単位で区域

を設定することが示されております。 

  また、②の医療機関機能に基づく連携についてですが、（１）の高齢者救急について

は、先ほど来申し上げているとおり、年齢で一概に定義づけすることができないことか

ら、救急隊と医療機関の情報連携等を踏まえて、高齢者救急について各県で、救急隊に
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よる傷病者の搬送ルールを定めた実施基準について位置づける必要があるとされており

ます。先ほども座長のほうからお話があったメディカルコントロール協議会とも関連す

る話でございます。 

  また、（２）の急性期拠点につきましては、様々な要素を踏まえて評価すべきこと、

また拠点の増え過ぎによる症例分散を抑えて、夜間・時間外の体制維持をできる配置が

求められているところでございます。 

  そのほか、外来在宅や介護との連携、また④の人材確保についても、取りまとめの中

で論点が示されているところでございます。 

  次のページ以降で、国の検討会の取りまとめの全文をつけております。こちらについ

ては、説明は省略させていただきます。 

  以上となります。 

○猪口部会長 どうもありがとうございました。 

  この次のページ以降の本文をよく２枚にまとめたなと思って、これはAIか何か使った

の。 

○事務局 一部使いつつですね。 

○猪口部会長 そうか。いや、立派なものだなと思って。 

  今ご説明がありましたこの件につきまして、何か質問、もしくはご意見がございまし

たらどうぞ。 

  横田委員、どうぞ。 

○横田委員 横田です。ありがとうございます。 

  今の資料、ありがとうございました。１枚目は、これは国の方針ということで理解は

しました。全体的に病床数がコンパクトになるという、これは、理解はできたのですが、

２枚目のところの都道府県が検討すべき主な論点というところに関してです。 

  これは座長の猪口先生が本当に苦労された、パンデミックや大規模災害のときの対応

というところを、この４分類、高度急性期、急性期、包括期、慢性期のところに役割分

担も含めて東京都のアイデアとして入れても良いのではないでしょうか。 

○猪口部会長 事務局、分かりましたか。キャパシティーとして。能力として。 

今の質問、もうちょっと詳しく。 

○横田委員 今お答えにならなくてもいいんですが、パンデミックや大規模災害があった

ときの対応という意味です。 

○猪口部会長 先生、質問の意図をもうちょっと詳しく教えていただいていいですか。 

○横田委員 １枚目は、国の方針ということで、なかなか動かせないところです。 

○猪口部会長 聞こえています。２枚目のほうの話ですよね。 

○横田委員 はい。２枚目の都道府県が検討すべき主な論点というところです。 

○猪口部会長 はい。 

○横田委員 ２ページ目というんですか。 
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○猪口部会長 聞こえています。どうぞ、続けてください。 

○横田委員 ここに四つありますよね、構想区域だとか、医療機関機能に基づく連携。そ

のところに、座長の猪口先生が新型コロナウイルス感染拡大のときにもさんざん苦労さ

れたパンデミックのようなときの対応もここに入れておくと、四つの機能分類のところ

が柔軟に少し対応できるのではないかと思って、お話をしました。 

○猪口部会長 感染症機能ということか。 

○本間課長 横田先生、すみません。事務局からです。 

  一応、まず資料の１枚目もそうなんですけど、２枚目についても、これはあくまでも

国の取りまとめの文書の中で言っている、都道府県が検討してほしいということなので、

これを踏まえて、都が新たな構想で何を検討するのかというのは、またこれからの課題

になりますので、今いただいた意見も含めて、また検討をこちらのほうで進めさせてい

ただければと思っております。 

○横田委員 この四つのところは国が言っているところです。実際各論に関しては都道府

県で検討してくださいと。そういうことですね。 

○猪口部会長 そうなんです。ですから、この２枚目のところの、主な推進体制における

推進主体が都道府県となっているところがすごく大きいんですよ。 

  国がこう言っているからというんじゃなくて、東京都として、主体としていろんなこ

とをつくっていきましょうとなっているところが、今回相当大事なところだと私は思っ

ています。ありがとうございます、先生。 

  じゃあ、内藤委員、どうぞ。 

○内藤委員 ありがとうございます。内藤です。 

  これも猪口先生が、会長がいろいろと言ってくださって、私もそこで聞いている話ば

っかりなんですけれども、例えば今の現在の地域医療構想、もしくは二次医療圏の判断

では、まだベッド数が少ないというところもあるということで、実際には本当にこれは

少し最近の流れが変わって、ある地区ではやはり病院の増床反対というところもありま

したけれども。 

  これを見ますと、２０２８年までに構想策定、方向性決定で、２０３０年に必要病床

数の見直しというのがここに３０年まであるんですけれども、そうすると、現状、例え

ばベッドをもう少し増やしたいというような、そういうことがあった場合には、それに

ついてはその都度その都度、二次医療圏で議論していくということであって、全体的に

増えるということもあり得るというふうに考えではいいんでしょうか。 

○猪口部会長 事務局、お願いします。 

○本間課長 ご質問ありがとうございます。 

  まず、原則としては今までどおりなんですけど、二次医療圏ごとに基準病床数の範囲

内で病床配分するということにはなると思っています。あとは、この新しい構想の中で、

必要病床数がどれぐらいの数になるかにもよるんですね。 
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  今の必要病床数というのは、各圏域ごと、かなり基準病床数よりも大きくなっていま

すので、それが先ほど１枚目で説明させていただいたとおり、そこは国としてはかなり

必要病床数を絞り込むようなイメージになっていますので、そこはどれぐらいの数字に

なるかによって、実際その新たな病床配分がどの程度できるのかどうか、そういったと

ころに影響してくるのかなというふうに考えております。 

  その辺は、ちょっとまたこれから国からその辺りの必要病床数の推計のデータが出て

きますので、そういったものを見ながら我々も検討していきたいなと思っているところ

なんです。 

○内藤委員 ありがとうございます。 

  結局、ベッドは空いていても人がいないということであったりとか、それから今の現

状の二次医療圏の割合では、ベッド数がさらに東京都としては増えてしまうということ

が、それがもし問題であれば、早め早めの対応も考えていただいたほうがよろしいんじ

ゃないかなと思って発言させてもらいました。ありがとうございます。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

ほかにご意見はございますか。 

石川ベンジャミン先生、お待ちしていました。どうぞ。 

○石川委員 今、内藤先生のほうからもお話がありましたけれども、今回の地域医療構想、

新たなものの中で注意をしていただきたいところは、恐らく、１枚目にもありましたけ

れども、病床数自体はやはり改めて少しサイズダウンをする形になってくるだろうと思

います。 

  ただ、一方で、患者様とそれからあと高齢者全体のニーズから考えますと、病床では

お世話をすることができないような施設型の、これまでであればケアを行っていたよう

な対象者、特に８５歳以上の超高齢の女性で単身の方が体調等を崩された後に、一旦そ

の医療に入ってしまったらば、多分もう自宅には戻れなくなるようなところがあるんで

すね。 

  ですので、実際こういった部分の患者さんに関する状況というのをこれからしっかり

と考えていく必要があるというふうに思われます。 

  あくまでも地域医療構想の中で示される必要病床数、あるいは医療機関の機能といっ

たものは、これは高齢者全体、あるいは住民を支えるための枠組みの一つのものでしか

ないという形にしていただいた上で、その外側に何をできるのか、これはやっぱり医療

ではなくて、都道府県が策定推進主体の大きな部分に設定されているのは、これはやっ

ぱり都道府県、自治体がやらなければいけないんだというメッセージがこれから強くな

ってくるだろうと思います。 

  ということで、まずその点をちょっとご理解いただきながら、必要病床数の見直し、

あるいは医療機関機能等に取り組んでいただくことが必要です。 

  また、今２枚目のところで出てきているのですが、ぜひこの中でお考えいただきたい
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のは、現行の第８次の医療計画期間は２０２９年で終わりになります。 

  ２枚目のもしかすると、資料のところ、新たな地域医療構想に関する国の取りまとめ

の２枚目をちょっと共有していただくと多分分かりやすいと思うのですが、ありがとう

ございます。 

  ２０３０年の必要病床数の見直しがグレーアウトしているのであまり目立たないので

すが、実は２０３０年からは、第９次の、次の医療計画期間が始まるという形になりま

す。 

  ですので、２０２９年は、その医療計画を検討するための１年間であって、かつその

前の２０２８年度の末までに地域医療構想の策定をしておかないと、これ、第９次の医

療計画期間の中できちんとした体制が整えませんよということがあって、構想の策定は

締切りが２０２８年になっているということをまず意識いただけるといいと思います。 

  これまで、２０２５年が来てしまったので、できるだけ早く次の新たな医療構想を策

定するということがあったわけなのですが、恐らく先ほどお話をしたような、今後、病

床だけではないような地域包括ケア等のサポート体制あるいは介護施設ないしは高齢者

の居住型の施設数等の問題も含めて、これから議論しなければいけなくなるというふう

に思いますので。 

  その調整もあって、今後地域医療構想の策定のガイドラインのところと、構想の策定

までにはまだ少し見え切れない部分があるんだろうと思いますし、議論も進むだろうと

思います。 

  ということで、構想策定まで、２０２８年までという形で出ておりますので、できれ

ばそこまでの間に、構想だけではない、構想をトップに置いたような、前回まさに猪口

先生がやっていただいたような東京都のグランドデザイン、医療のグランドデザインが

ありましたけれども、住み方、それからあと介護も含めたサポートのネットワークのグ

ランドデザインというのを描いていただく期間として、この時間をうまく活用していた

だく必要があるのではないかなというふうに思っております。 

  ちょっと大きな話になってしまいましたけれども、これから策定のガイドラインの細

かなものがまず出て、必要病床数ないしは４機能区分ごとの病床数との見直しをして、

その後、さらに今度は、じゃあ医療機関機能を考えながら、ＡＣＰであるとか、それか

ら、あと患者さんの搬送、ＭＣの問題であるとかも含めて、多くのことを決めごとをつ

くっていかなければいけないという、少し長期的な視野で取り組んでいただければとい

うふうに思っております。 

  私のほうから以上になります。 

○猪口部会長 先生、どうもありがとうございました。事務局、非常に分かりやすかった

と思います。 

  すみません。今途切れていましたけれども、どうもありがとうございました。 

  では、時間が過ぎてきていますので、次に進めたいと思います。 
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  次に、報告事項の２、来年度の地域医療構想調整会議の進め方について、事務局から

お願いいたします。 

○事務局 資料６を共有してご説明させていただきます。 

  こちら、令和８年度の地域医療構想調整会議の進め方でございますが、下段の主な議

事予定、こちらをご覧ください。 

  来年度は、一つ目の新たな地域医療構想に関する議論と、外来医療計画に関する協議

が中心となりまして、下の二つについては、例年と同様の議事となってございます。 

  一つ目の新構想に関する議論でございますが、先ほどもご説明したとおり、今年度末

以降に国のガイドラインや医療需要推計等のデータが示される予定でございますので、

こちらをご紹介するべく、６月頃に臨時の調整会議を予定しております。 

  実施方法といたしましては、通常の１３圏域別ではなくて、複数圏域をまとめて、効

率的な形で実施をしたいと考えております。 

  また、９月頃からの調整会議で、構想の骨子案に対するご意見をいただき、年明け以

降の調整会議で構想の素案の確認を、今の段階では予定をしているところでございます。 

  二つ目の外来医療計画に関しましては、保健医療計画の一部でございます外来医療計

画について、来年度末の医療計画の中間見直しに合わせて改定を予定しておりまして、

これまでと同様に、調整会議において意見をいただくとともに、本調整部会で具体的な

検討を予定しております。 

  以上、スケジュールについては、現時点での予定ではございますが、説明は以上とな

ります。 

○猪口部会長 これはこういう形で進めようという話ですが、質問ございますか。よろし

いですかね。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 では、報告事項の３です。令和８年度新規事業等について、事務局から報

告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料７を共有してご説明させていただきます。 

  本調整部会には、医療機関の代表の方々にも多くご参加いただいておりますので、

我々医療政策部のほうで来年度予定をしております新規事業等について、簡単にご紹介

をさせていただきます。 

  こちら、次年度、来年度の予算案の発表時に例年公表しております東京都予算案の概

要でございまして、そのうち、医療について主要な施策がまとめられております部分を

抜粋した資料となってございます。 

  １ページおめくりいただきまして、下段のほうをご覧いただきます。 

  地域医療の確保とある枠の一つ目でございますが、地域医療確保に係る緊急・臨時支

援事業でございます。 

  こちらは長引く物価高騰等が病院運営を圧迫している状況を踏まえまして、今年度、
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都内民間病院に対する緊急的かつ臨時的な支援として、入院患者数に応じた支援金を交

付しておりますが、次期診療報酬改定による効果などを見極める必要がございますこと

から、入院患者１人１日５００円として、来年度も単年度事業として実施をするもので

ございます。 

  あわせて、三つ下に、「新」とあります急性期医療臨時支援事業でございます。 

  こちらですが、物価上昇の影響をより受けやすい急性期医療を提供する民間病院に対

して、救急車の受入実績に応じて、入院患者１人１日当たり最大１００円を支援する事

業を、こちらも単年度事業として実施をいたします。 

  また、このほか、次ページ以降に掲載しております医療ＤＸの推進や周産期小児医療

など、新規や拡充する事業だけではなくて、既存の事業も含めまして、着実に実施をし

てまいりますので、皆様方のご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 

  簡単ではございますが、新規事業についての説明は以上となります。 

○猪口部会長 どうもありがとうございました。 

  もうこの緊急・臨時支援事業、ちょっと少なくなったけど、でも本当にありがたい。

東京の多くの病院はこれで助かったと思いますので、本当にどうもありがとうございま

す。 

  今の事業について、質問等ございますでしょうか。よろしいですかね。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 では、これで一応済んだのかな、報告事項まで。 

  そうすると、全体を通じてで結構ですので、何かご意見ございますでしょうか。 

  湯澤委員、よろしくお願いします。 

○湯澤委員 時間が押しているところ、すみません。 

  ちょっと一つ前に戻ってしまうんですけども、４－３の資料で、在宅ワーキンググル

ープ意見交換というところで、区西南部のところの意見の一番下で、口腔ケアが全身の

健康に影響するとか、あるいは次のページの西多摩のほうで、下から２番目で、多職種

と連携して、誤嚥性肺炎のオーラルフレイルの予防等の口腔ケアに取り組んでいていた

だきたいという意見がございます。 

  地域医療構想に関する国の取りまとめ、資料５、１ページ目なのですが、右の医療機

関機能の概要というところで、各病院の役割を調整と書いてありまして、一番下の高齢

者救急・地域急性期のところで、これの一番下ですが、入院早期からリハ等（栄養・口

腔管理を含む）と書いてありますが。 

  国がこういうふうに指針を言っているのは分かるのですが、東京都としては、この口

腔管理をするのに、病院の中に歯科とか口腔外科が少ないと思うのですが、どのように

考えているのかお聞きしたいんですけれども。 

○猪口部会長 事務局、どうぞ。 

○本間課長 ご指摘いただきまして、ありがとうございます。 
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  この在宅療養ワーキングですとか、こういったところでも様々な意見をいただいてい

ますので、また、国からもこういう方針をいただいていますので、また実態の把握だと

かに努めながら、新しい構想の中でどういった取組ができるのか、引き続き検討させて

いただければと思っております。ご意見ありがとうございます。 

○猪口部会長 猪口ですけど、ちょっとだけ話をさせていただくと、これ、４分類出てい

ますけれども、例えば急性期拠点が急性拠点に求められる全てのことを行えというと、

急性期拠点の病院が全部できるわけではない。 

  例えば医師の派遣を行わなくちゃいけないとか、感染症の措置入院を全部受けなくち

ゃいけないとか、そんなことできない。高齢者救急のほうの病院も、それぞれが全部の

ことができるわけじゃない。だったら地域でどうしましょうかと考えるのが、地域医療

構想の調整会議の仕事だと思います。 

  今後、歯科医師会、それから薬剤師会、看護協会の皆さんも地域医療構想調整会議に

入っていただいて、こういう足りないところをどのようにやっていくかというところを

相談していくという、すごい幅広い、先ほど石川先生がおっしゃったとおり、生活のと

ころまで広げていくような、いろんなアイデアを出して、みんなで共有していくという

のが大事になってくると思いますので、よろしくお願いします。 

  ここはまだ結論が出ていないところだと思いますが、何とかしなくちゃいけない問題

だと、多分東京都も思っていると思います。僕が代弁するのはおかしいけど。よろしい

ですか、先生。 

○湯澤委員 ありがとうございます。 

○猪口部会長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

  渡邉委員ですね。はい、どうぞ。 

○渡邉委員 ありがとうございます。今日は皆さんご苦労さまです。 

  私も区西部のほうの地域医療会議の座長もやっていたんですけど、先ほどベンジャミ

ン先生がおっしゃった部分なんですけれども、その中で我々の会議の中にも、単身高齢

者や老老介護の人たちが増えていて、自宅に帰すのが非常に難しいということが課題に

なっていました。 

  その中で、やはり特養や介護医療院などの不足などが、そういったスムーズな退院を

拒んでいるのではないかというような意見がありましたけれども、この会議の中に、病

床は減らすけれども、そういった介護医療院だとか特養を増やしていくとかという、そ

ういう話題とか、そういうものは盛り込まないで今後もずっと続けていくのかしらとい

うことだけちょっと伺いたいんですけれども。 

○猪口部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 ご質問ありがとうございます。 

  具体的にまたこれから方針を検討することになりますけれども、国のほうでもそうい

う介護との連携、入院した後の速やかな、そういう地域に帰るですとか、施設に帰ると
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いうのが、今回大きな課題というふうに言われていますので、やはり都としても、何ら

かその辺りについて、具体的にどこまで盛り込むかはこれからになりますけれども、検

討していく必要があるのかというふうに考えています。 

○猪口部会長 よろしいですか。 

○渡邉委員 ありがとうございます。 

  その中でもあったのが、高齢者一人暮らしであれば、何かちょっとあれば、必ずしも

救急要請という形になってしまうというような形が言われていました。 

  そういったような状況の人を収容できるような施設のことも踏まえて、病院ではない

と思うんですけど、医療とは言えないかもしれないんだけど、この場で検討していかな

ければいけないんじゃないかなというふうには思いましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

  ありがとうございました。 

○猪口部会長 ありがとうございます。 

  石川ベンジャミン先生、お願いします。 

○石川委員 すみません、簡単に一言だけ。 

  今、渡邉先生からご指摘のありました問題なんですけれども、現在、厚生労働省とい

うのは、比較的大規模特定機能病院等の施設に対して、文部科学省との連携は随分と進

んできているのですが、今話題になってきましたような自治体としての高齢者福祉に関

わるような部分、なかなか総務省との連動のところがまだ進んでない状況だというふう

に思います。 

  ということで、この地域医療構想の調整会議等に関しては、多分それの切っ先をご担

当いただくことになると思いますが、可能であれば、まず都の中で、今後、今ご指摘の

あったような事項に関しまして、政策の中でうまく連動していただくのと同時に、国の

中での厚生労働省等、他省庁との調整の部分を見守っていただけるといいのではないか

なというふうに思っております。 

  以上です。 

○猪口部会長 ありがとうございました。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○猪口部会長 いろんなことがこの地域医療構想だけで、調整会議だけで解決していくと

いう、これは自主的な取組が基本ですので、こういうことで大枠が決まったら、今度は

医療計画とかそういうところに反映させていくというのもすごく大事な部分なので、こ

こだけで全部解決できはしないだろうと。方向性を決めるのにすごく大事なところだろ

うとは思っています。ありがとうございました。 

  よろしいですかね。 

  では、ちょっと私の不手際で時間がかかってしまいましたけれども、一応、一通り予
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定されていた議事を行いました。 

  これで事務局に返したいと思います。皆さん、どうもありがとうございます。 

○本間課長 本日は、本当に活発なご議論いただきまして、ありがとうございました。貴

重なご意見をいただきましたので、これからの検討に生かしていきたいと思っておりま

す。 

  事務的な連絡になります。 

  本日の議事録は、委員の皆様には事前に確認いただきまして、修正等が必要な場合に

はご連絡いただければと思います。後日、資料と併せて東京都のホームページに掲載を

させていただきます。ご協力お願いします。 

  また、来年度の地域医療構想調整部会につきましては、今ほどもありましたけれども、

新たな構想の策定についてご議論いただくことを予定しております。詳しい開催時期な

どが決まりましたら、改めてご連絡させていただきます。 

  事務局からは以上でございます。 

  それでは、本日はこれをもちまして閉会とさせていただきます。お忙しい中、長時間

ありがとうございました。 

（午後 ６時４３分 閉会） 


